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次頁へ続く 次頁へ続く 

まちづくり調整課 対象事業者 近隣関係住民 公共施設管理者等 

回答の作成 

事業計画に対する意見・

要望と協議の要否を記入 

隣接住民に通知 

意見伝達書（回答） 

近
隣
関
係
住
民
へ
の
説
明 

（
通
知
） 

（
標
識
） 

（
説
明
） 

    総合調整条例の手続の流れ（一般的な事業の場合） （１/２） 

縦 覧 

交 付 送 付 協議先及び 

意見・要望の確認 

（
報
告
） 

標識設置日及び 
要望書提出期限等の記載 

標識の設置 
「事業計画のお知らせ」 

（第５号様式） 

指導及び助言の内容に配慮した事業計画の策定 

提 出 事前届出書 
・第１号様式 

・添付書類（別表第１） 

各課に提出（持ち回り） 

みどり多摩川協働推進課、 

宅地審査課、河川課、 

道路公園センター 等 

（3～8課程度） 

（指導及び助言） 

縦 覧 

関係協議先 

（２０～２５課程度） 

縦 覧 

事
前
届
出
書 

事
業
概
要
書 

事前協議 

意見照会 

まちづくり調整課 

及び区役所企画課で

縦覧します 

要望書 

計画等の説明 
隣接住民（義務） 

周辺住民（申出により） 

提 出 

通 知 

標識設置の翌日から 

0.3ha未満 → 14日以内 

0.3ha以上 → 21日以内 

受 領 

受 理 

提 出 
受 理 

受 理 
提 出 

受 理 
提 出 

受 理 
提 出 

受 領 

事業概要書 
・第４号様式 
・添付書類（別表第２） 

事前届出書のコピーを 
必要部数お渡しします 

受 領 

事業計画通知書 
・任意様式 
・添付書類（別表第３） 

標識設置届 
・第６号様式 

・写真及び設置位置図 

説明報告書 
・第７号様式 

・配布資料 等 

見解書 

受 領 

（見解書の作成） 

※標識に説明報告書提出日及び 

意見書提出期限を記載し写真を提出 

意見照会資料の送付 

提 出 

受 理 
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協議先に提出 

まちづくり調整課 対象事業者 近隣関係住民 公共施設管理者等 

開発許可申請 

許可通知書受領 建築確認申請 

確認済証受領 

 

工事完了届出書 
・第15号様式 

廃止届出書 
・第14号様式 

変更承認申請書 

・第11号様式 

・変更図面 等 

変更承認通知書 

第10号様式 

再手続き終了の確認 

《 対象事業を変更する場合 》 

提 出 

交 付 

協議終了 

（事業計画を取止める時） 

提 出 

承認通知書 
第10号様式 

交 付 
受 領 

承
認 

意見書（ｺﾋﾟｰ）の送付 

送 付 

公
共
施
設
管
理
者
と
の
協
議 

提 出 

協議書のコピーと 

「協議結果報告書」を 

必要部数お渡しします 

意見書 
提 出 

説明報告書提出の 

翌日から14日以内 

１９条協議 

各々の要綱や指針等に

基づき協議を行います 

指導及び助言 

見解書 
通 知 

受 領 
提 出 

協議結果報告書 

報告書の作成 

協議の内容及び結果を

記載 

（開発行為の場合） 
都市計画法 
３２条協議 

    総合調整条例の手続の流れ（一般的な事業の場合） （２/２） 

※ 標識に承認日を記載し写真を提出 

（その他変更がある場合は、 

変更内容に従い標識を修正） 

工事着手 

受 理 
協議書 
・第８号様式 

・変更図面 等 

受 理 

受 領 

受 理 

（見解書の作成） 

受 理 

条例に定める手続及び 

協議の終了確認 

承認申請書 
・第９号様式 

・変更図面等 

受 理 

受 理 

受 理 

受 領 

受 理 

《 対象事業者に変更があった場
合 》 

※変更内容に従い 

標識を修正し写真を提出 

対象事業者変更届出書 

・第13号様式 

・標識写真（修正後） 

提 出 

軽微な変更の場合は、変更届出書（第12号様式）に 

変更図面、標識写真（修正後）等を添付し提出 
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みどり・多摩川協働推進課、  

宅地審査課、河川課、 

道路公園センター 等 

（3～8課程度） 

縦 覧 事
前
届
出
書 

事前協議 

提 出 

掲
示
板 

事業計画に対する意見・ 

要望と協議の要否を記入 

送 付 

事
業
概
要
書 

事業概要書 
・第４号様式 

・添付書類（別表第２） 

関係協議先 

（20～25課程度） 

縦 覧 
意見照会 

（書類提出のみ） 

提 出 

標識の設置 
「事業計画のお知らせ」 

（第５号様式） 

標識設置届 
・第６号様式 

・写真及び設置位置図 

提 出 

標識設置日等の記載 

（
通
知
） 

（
標
識
） 

（
説
明
会
） 

協議書 
・第８号様式 

・変更図面等 
協議書のコピーと 

「協議結果報告書」を 

お渡しします 
１９条協議 協

議 

協議結果報告書 

提 出 

送 付 

承
認 

掲示板の設置 

「事業計画の構想の概

要」 

まちづくり調整課 

及び区役所企画課で

縦覧します 

指導及び助言の内容に配慮した事業計画の策定 

提 出 

各課に提出（持ち回り） 

（指導及び助言） 

受 理 
事前届出書のコピーを 
必要部数お渡しします 

  総合調整条例の手続の流れ【環境影響評価条例に該当する場合】     

まちづくり調整課 対象事業者 近隣関係住民 公共施設管理者等 

事前届出書 
・第１号様式 

・添付書類（別表第１） 

掲示板設置届 
・第３号様式 

・写真及び設置位置図 

受 理 

回答の作成 

提 出 
受 理 

意見伝達書（回答） 

受 理 

隣接住民に通知 

事業計画通知書 
・任意様式 

・添付書類（別表第３） 

受 理 

交 付 協議先及び 

意見・要望の確認 

受 領 

受 領 

環境影響評価条例に 
基づく手続 

受 領 

提 出 

交 付 

受 理 

条例に定める手続及び 

協議の終了確認 

受 理 
承認申請書 

・第９号様式 
・変更図面 等 

※ 標識に承認日を記載し写真を提出 

（その他変更がある場合は、 

変更内容に従い標識を修正） 

協議先に提出 

（事→市） 

条例見解書提出 

(条例準備書に意見書

が提出された場合) 

（市） 

条例見解書縦覧 

（市→事業者） 

条例方法審査書送付 

（市） 
条例方法審査書公告 

（第１種行為のみ） 

（事→市） 

条例評価書提出 

(第１種、２種行為のみ) 

（事業者→市） 

説明会結果報告書提出 

（住民→市） 
意見書提出 

承認通知書 
第10号様式 

（事業者→市） 
条例方法書提出 

（市） 
条例方法書縦覧 

（事業者→市） 
条例準備書提出 

（市） 

条例準備書縦覧 

（住民→市） 
意見書提出 

（事業者→住民） 
説明会開催 

（市） 

条例評価書公告 

（市→事業者） 
意見書（写し） 

送付 

（市→事） 
意見書（写し）送付 

（市） 
審 議 会 

（市→事業者） 

条例審査書送付 
（市） 

条例審査書公告 

（市） 

審 議 会 
（第３種行為は必要

に応じて実施） 

（市） 

公聴会 
（第１、２種行為かつ、公

聴会において意見を述べた

い旨の申出書が提出された

場合のみ） 

（住民→市） 
公聴会において 

意見を述べたい旨の
申出書提出 

第
３
種
行
為
の
場
合 

第
１
、
２
種
行
為
の
場
合 

意見照会資料の送付 

提 出 

受 理 


